
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 富山市教育委員会規則第24号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年 3月26日富山市教委規則第2号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年 6月30日富山市教委規則第6号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年 3月26日富山市教委規則第3号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年 3月31日富山市教委規則第2号

（趣旨）
第１条　この規則は、富山市立図書館条例（平成17年富山市条例第259号。以下「条例」と
　いう。）第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（開館時間及び休館日）
第２条　富山市立図書館（以下「図書館」という。）の開館時間及び休館日は、別表のとお
　りとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
（利用者の義務）
第３条　図書館の施設（以下「施設」という。）及び図書館の資料（以下「資料」という。）
を利用する者（以下「利用者」という。）は、利用に当たって次に掲げる事項を守らなけれ
ばならない。
　(１)　館内の利用区分を守ること。
　(２)　資料の返却期日を守ること。
　(３)　資料、施設及び器具を損傷し、滅失しないこと。
　(４)　前３号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。
（利用手続）
第４条　資料の館外利用をしようとする者は、あらかじめ、図書利用申込書（様式第１号）
　を館長に提出し、図書利用カード（様式第２号）の交付を受けなければならない。
２　図書利用カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
３　図書利用カードを紛失したとき、又は住所若しくは氏名に変更を生じたときは、直ちに
　館長に届け出なければならない。
（利用数及び期間）
第５条　館外利用で同時に利用できる資料の数は、図書にあっては10点以内、視聴覚資料に
　あっては３点以内とする。
２　館外利用の期間は、図書にあっては２週間以内、視聴覚資料にあっては１週間以内とす
　る。
（館外利用を禁止する資料）
第６条　貴重資料、寄託資料、基本参考図書及び館長が必要と認めた資料は、館外利用を禁
　止する。ただし、特別の事由により館長の許可を得たものは、館外利用することができる。
（利用団体の資格）
第７条　本市内の地域団体、職域団体及び読書グループで館長が適当と認めた団体は、資料
　を団体による館外利用（以下「団体利用」という。）をすることができる。
（利用手続）
第８条　団体利用をしようとするときは、あらかじめ、団体利用申込書（様式第３号）及び
　利用者名簿（様式第４号）を館長に提出し、団体利用の登録をしなければならない。
２　登録の有効期間は、登録の日から１年間とする。
（利用数及び期間）
第９条　団体利用の期間は２箇月間以内とし、同時に利用できる資料の数は200点以内とする。
（寄託手続）
第１０条　図書館に資料を寄託する者は、あらかじめ、その品目、数量及び寄託者の氏名・
住所を記載した寄託申込書（様式第５号）を館長に提出し、その承認を得なければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　平成18年12月22日富山市教委規則第7号

平成17年4月1日

富山市立図書館条例施行規則



（寄託資料の管理）
第１１条　寄託された資料の管理及び運用は、図書館の所有する資料に準じて行う。
２　寄託資料の館外利用については、寄託者の承認がある場合のほか行わないものとする。
３　寄託資料が災害等の不可抗力によって損傷し、又は滅失した場合は、市は損害賠償の
  責任を負わないものとする。
（その他）
第１２条　この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、館長が別に
 定める。
　　　附　則
１　この規則は、平成17年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この規則の施行の日（次項において「施行日」という。）の前日までに、合併前の富
  山市立図書館条例施行規則（昭和45年富山市教育委員会規則第１号）、大沢野町立図書
  館運営規則（平成２年大沢野町規則第６号）、大山町立図書館設置条例施行規則（平成
  12年大山町教育委員会規則第２号）、八尾町立図書館規則（平成10年八尾町教育委員会
  規則第17号）、八尾町図書館協議会条例施行規則（平成７年八尾町教育委員会規則第10
  号）又は婦中町立図書館設置条例施行規則（昭和50年婦中町教育委員会規則第１号)(以
  下これらを「合併前の規則」という。）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行
  為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
３　施行日に現に存する合併前の規則による様式は、当分の間、適宜修正の上使用するこ
  とができる。
      附　則（平成18年12月22日富山市教委規則第7号）
この規則は、平成19年１月１日から施行する。
  　  附　則 (平成19年3月26日富山市教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。 
  　  附　則 (平成20年6月30日富山市教委規則第6号)
この規則は、平成20年7月21日から施行する。 
  　  附　則 (平成21年3月26日富山市教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。 



別表(第2条関係)

名称 開館時間 休館日
(1)　月曜日から金曜日まで　午前9時30
分から午後6時(一般図書室及び参考図書
室に限り、4月1日から10月31日までの日
にあっては午後7時)まで

(1)　12月29日から翌年の1月4日までの日

(2)　土曜日、日曜日及び休日　午前9時
30分から午後5時まで

(2)　蔵書点検期間

(3)　毎月の第1木曜日
富山市立大沢野図書館 (1)　月曜日から金曜日まで　午前9時30

分から午後6時まで

富山市立大山図書館 (2)　土曜日、日曜日及び休日　午前9時
30分から午後5時まで

(1)　月曜日から金曜日まで　午前9時30
分から午後7時まで

(2)　土曜日、日曜日及び休日　午前9時
30分から午後5時まで

(1)　月曜日から金曜日まで　午前9時30
分から午後6時まで

(2)　土曜日、日曜日及び休日　午前9時
30分から午後5時まで

富山市立山田図書館 (1)　月曜日から金曜日まで　午前9時30
分から午後5時30分まで

富山市立細入図書館 (2)　土曜日、日曜日及び休日　午前9時
30分から午後5時まで

富山市立図書館水橋分館 午前9時から午後5時まで (1)　月曜日(この日が休日に当たる場合
富山市立図書館岩瀬分館       を除く。)
富山市立図書館呉羽分館 (2)　12月29日から翌年の1月4日までの日
富山市立図書館豊田分館 (3)　蔵書点検期間
富山市立図書館藤ノ木分館 (4)　毎月の第1木曜日
富山市立図書館蜷川分館

富山市立図書館月岡分館

富山市立図書館大広田分館

富山市立図書館新庄分館

富山市立図書館奥田北分館

富山市立図書館四方分館

富山市立図書館堀川分館

富山市立図書館堀川南分館

富山市立図書館山室分館

富山市立図書館東部分館

(1)　火曜日から金曜日まで　午前9時か
ら午後6時まで
(2)　土曜日、日曜日及び休日　午前9時
から午後5時まで

富山市立図書館八尾福島分館 午前9時から午後5時まで
(1)　毎月(3月及び12月を除く。)の第3火
曜日
(2)　2月の第3水曜日
(3)　12月29日から翌年の1月3日までの日

備考　この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

富山市立図書館八尾東町分館

富山市立とやま駅南図書館 午前10時から午後9時まで

本館

富山市立八尾図書館ほんの森

富山市立婦中図書館



利用者番号

フリガナ 男

氏　　名 女 仮登録

生年月日 登録

住所 再発行

(帰省先) 変更

住所コード

(名称)

(電話番号) (　　) ―
保護者の
氏名

性
別

申込日

　　年　　　月　　　日

(　　)　　　―

様式第1号(第4条関係)

1　太線の中だけ記入してください。
2　住所及び氏名を確認できるものを提示してください。
3　申込者が中学生以下のときは、保護者の氏名欄及び本人との関係欄に記入してください。

郵便番号

本人との関係

勤務先又
は学校の
名称及び
電話番号

電話番号

〒

富山市立図書館図書利用申込書



　　　　　　表　　　　　　面

　　　　　　裏　　　　　　面

富山市立図書館

図書利用カード

バーコード欄

様式第2号(第4条関係)

なまえ

■資料を借りるときは、このカードをお持ちください。

■このカードは、富山市立図書館の全ての窓口で使えます。

■このカードを他人に貸してはいけません。
■このカードをなくしたり、住所や名前が変わったと

　　　　　借りた資料の返却期限を守りましょう。

　きは、必ず届け出てください。

■このカードを拾った方は、図書館に知らせてください。

　　　　　カードは永く大切に使ってください。

　　　　富山市立図書館



団体利用申込書

        　　　　  年　　月　　日

所在地

申込者 名称及び代表者の氏名

電話　　　(　　)　

　　　　　　人　

氏　　名 電話　　（　）

住　　所

　(あて先)富山市立図書館長

なお、利用を受けた資料を紛失し、又は破損したときは、富山市立図書館長の指示に

　団　体　の　人　数

様式第3号(第8条関係)

富山市立図書館の資料を団体利用したいので、次のとおり申し込みます。

従って、現品又は相当の代価を弁償します。

 資料の活用方法

　担当者



　

　　　　　   　Ｎo.

氏　　　　　　　名 住　　　　　　　所

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

利　用　者　名　簿

様式第4号(第8条関係)



                 年　　月　　日

住所（所在地）

            

氏名（名称及び代表者）

　　　　㊞

電話　　　(　　)　

　 数　　　量 　　　  備　　　　考

次の資料を　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで富山市立図書館に

　(あて先)富山市立図書館長

寄託したいので、申し込みます。

　　　　　品　　　　　　　　目

様式第3号(第8条関係)

　　　            　寄　託　申　込　書
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